
三井物産＿独立役員届出書

１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ △ 有

2 社外取締役 ○ △ 　 訂正・変更 有

3 社外取締役 ○ ○ 有

4 社外取締役 ○ △ 　 訂正・変更 有

5 社外取締役 ○ △ 有

6 社外取締役 ○ ○ 有

7 社外監査役 ○ 　 ○ 有

8 社外監査役 ○ ○ 有

9 社外監査役 ○ △ 　 有

３．独立役員の属性・選任理由の説明

1

2

3

4

5

選任の理由（※５）

ウォルシュ氏は、当社と取引のあったRio Tinto社のCEOを2016年7月まで務めていたこ
とから、「2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項」における「役員の属性」の項
目jを△としています。

ウォルシュ氏は、長年にわたる自動車産業での上級管理職及び国際的資源事業会社の
最高経営責任者として培ってきた、グローバルな視点と卓越した経営能力を備えてい
ます。取締役会では豊富な事業経営経験に基づき、幅広い視点からの提言や指摘を行
い、議論の活性化と実効性の向上に大いに貢献しています。2026年3月期は、ガバナ
ンス委員会の委員を務め、より実効性の高いガバナンス体制の構築に向けて建設的な
意見を積極的に述べました。同氏のグローバル企業の経営経験や資本政策・事業投資
に係る見識・知見に基づき、多角的な視点から、引き続き当社の経営に対する助言と
監督を行っていただくべく、社外取締役候補者とするものです。
同氏は、「上場管理等に関するガイドラインIII5.(3)の2」に示される事項に該当せず、
また、当社の定める社外役員の独立性の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じる
おそれがないと判断されるため、独立役員として指定しています。

内山田氏は、トヨタ自動車株式会社の取締役を2023年6月まで務めていたことから、
「2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項」における「役員の属性」の項目jを△と
しています。
トヨタ自動車株式会社と当社との間の過去3年間の取引額は、当社の独立性基準に定め
る金額を超えるものではなく、当社の基準並びに㈱東京証券取引所の定める社外取締役
及び社外監査役に関する独立性要件を満たしています。
トヨタ自動車株式会社に対し、当社及び当社連結子会社は主に自動車生産用の原材料を
販売していますが、過去3年間における年間売上高は、いずれの年においても当社の年
間連結取引高の1%未満です｡また、当社及び当社連結子会社はトヨタ自動車株式会社よ
り自動車及び自動車部品等を購入していますが、過去3年間における年間支払額は、い
ずれの年においても同社の年間連結取引高の1%未満です。

内山田氏は、長年にわたり、トヨタ自動車株式会社において、時代が求めるモビリ
ティ社会を実現し得る環境・安全技術の研究開発や、消費者が求める製品の開発を手
掛けてきた経験を有しており、同社の役員として優れた経営手腕を発揮しました｡取
締役会ではグローバル企業におけるマネジメント経験と社会全般に対する高い見識に
基づき幅広い視点からの提言や指摘等を行い、議論の活性化や実効性の向上に大いに
貢献しています。2026年3月期は、指名委員会の委員長としてCEOを含む経営幹部の
選任プロセスの透明性及び実効性の向上において強いリーダーシップを発揮しまし
た。これらの点を考慮し、引き続き当社の経営に対する助言と監督を行っていただく
べく、社外取締役候補者とするものです。
同氏は、「上場管理等に関するガイドラインIII5.(3)の2」に示される事項に該当せず、
また、当社の定める社外役員の独立性の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じる
おそれがないと判断されるため、独立役員として指定しています。

江川氏は、東京大学の役員や成蹊学園学園長としての経営経験、グローバルな金融機
関での長年の勤務経験、日本企業の経営やコーポレート・ガバナンスに関する研究を
通じて培った金融及び企業経営に関する高い見識を有しています。また、財務省・経
済産業省をはじめとする官公庁の審議会委員等の職務を通じて、幅広く公益にも貢献
しています。2026年3月期は、ガバナンス委員会の委員を務め、より実効性の高いガ
バナンス体制の構築に向けて建設的な意見を積極的に述べるとともに、報酬委員会の
委員長として役員報酬制度に関する議論を深化させました。これらの点を考慮し、引
き続き当社の経営に対する助言と監督を行っていただくべく、社外取締役候補者とす
るものです。
同氏は、「上場管理等に関するガイドラインIII5.(3)の2」に示される事項に該当せず、
また、当社の定める社外役員の独立性の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じる
おそれがないと判断されるため、独立役員として指定しています。

石黒氏は、2025年6月まで世界経済フォーラムの日本代表を務めていたことから、「2.
独立役員・社外役員の独立性に関する事項」における「役員の属性」の項目jを△とし
ています。
当社はメンバー企業として世界経済フォーラムに所定の年会費と会議参加費を支払って
います。

石黒氏は、IT企業創業者としての長年にわたる企業経営経験及びIT/DX分野の知見に
加え、上場企業の社外取締役としての経験を通じて培った企業経営に関する高い見識
を有しています。また、経済産業省産業構造審議会の委員等も務め、幅広く公益にも
貢献してきました。2026年3月期は、指名委員会の委員を務め、企業経営に対する深
い知見を活かし、CEOを含む経営幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向
けて、多角的な視点から議論に貢献しました。これらの点を考慮し、引き続き当社の
経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役候補者とするものです。
同氏は、「上場管理等に関するガイドラインIII5.(3)の2」に示される事項に該当せず、
また、当社の定める社外役員の独立性の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じる
おそれがないと判断されるため、独立役員として指定しています。

カサノバ氏は、日本マクドナルド株式会社の取締役を2024年3月まで務めていたことか
ら、「2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項」における「役員の属性」の項目jを
△としています。
日本マクドナルド株式会社と当社との間の過去3年間の取引額は、当社の独立性基準に
定める金額を超えるものではなく、当社の基準並びに㈱東京証券取引所の定める社外取
締役及び社外監査役に関する独立性要件を満たしています。
当社及び当社連結子会社は、日本マクドナルド株式会社から食品・包装資材等の調達・
供給や物流業務等を受託していますが、過去3年間における年間売上高はいずれの年に
おいても当社の年間連結取引高の1％未満です。

カサノバ氏は、マクドナルド社において北米・CIS・東南アジアでの勤務経験を通じ
て国際的消費者ビジネスの知見を培い、2013年から2019年までの間、日本マクドナ
ルド株式会社の最高経営責任者として同社の大幅な業績改善及び成長戦略の実現に優
れた経営手腕を発揮しました。2026年3月期は、ガバナンス委員会の委員を務め、よ
り実効性の高いガバナンス体制の構築に向けて建設的な意見を積極的に述べました。
同氏の消費者ビジネスにおける深い知見とグローバル企業での経営経験に基づき、多
角的な視点から、引き続き当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取
締役候補者とするものです。
同氏は、「上場管理等に関するガイドラインIII5.(3)の2」に示される事項に該当せず、
また、当社の定める社外役員の独立性の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じる
おそれがないと判断されるため、独立役員として指定しています。

番号 該当状況についての説明（※４）

異動内容
本人の
同意

サミュエル　ウォルシュ

内山田　竹志

江川　雅子

石黒　不二代

サラ Ｌ．カサノバ

ジェシカ タン スーン ネオ

玉井　裕子

林　　眞琴

髙波　博之

独立役員届出書の
提出理由

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため

番号 氏名
社外取締役／
社外監査役

独立役員
役員の属性（※２・３）

提出日 2026/5/18 異動（予定）日 2026/6/17

独 立 役 員 届 出 書

会社名 三井物産株式会社 コード 8031

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）
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林氏が所属する森・濱田松本法律事務所と当社との間の過去3年間の取引額は、当社の
独立性基準に定める金額を超えるものではなく、当社の基準並びに㈱東京証券取引所の
定める社外取締役及び社外監査役に関する独立性要件を満たしています。なお、森・濱
田松本法律事務所に対して当社が過去3年間に支払った年間取引額は、いずれも当該事
務所と当社双方の年間売上高及び連結年間売上高の1％未満です。
林氏は、森・濱田松本法律事務所の業務執行者ではないため、「2.独立役員・社外役員
の独立性に関する事項」における「役員の属性」を該当なしとしています。

林氏は、検事としての長年の経験により培われた、ガバナンス及びリスクマネジメン
トに関する高い見識を有しています。これらの経験や知見を活かし、当社経営に対す
る貴重な意見・助言等により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判
断し、社外監査役に選任しています。
同氏は、「上場管理等に関するガイドラインIII5.(3)の2」に示される事項に該当せず、
また、当社の定める社外役員の独立性の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じる
おそれがないと判断されるため、独立役員として指定しています。

髙波氏は、あずさ監査法人の会長を2023年6月まで務めていたことから「2.独立役員・
社外役員の独立性に関する事項」における「役員の属性」の項目jを△としています。
あずさ監査法人と当社との間の過去3年間の取引額は、当社の独立性基準に定める金額
を超えるものではなく、当社の基準並びに㈱東京証券取引所の定める社外取締役及び社
外監査役に関する独立性要件を満たしています。なお、あずさ監査法人に対して当社が
過去3年間に支払った年間取引額は、いずれも当該事務所と当社双方の年間売上高及び
連結年間売上高の1％未満です。

髙波氏は、公認会計士としての長年の経験を通じて培われた企業会計、会計監査、リ
スクマネジメントに関する高い見識を有しています。これらの経験や知見を活かし、
当社経営に対する貴重な意見・助言等により、社外監査役としての職務を適切に遂行
いただけると判断し、社外監査役に選任しています。
同氏は、「上場管理等に関するガイドラインIII5.(3)の2」に示される事項に該当せず、
また、当社の定める社外役員の独立性の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じる
おそれがないと判断されるため、独立役員として指定しています。

玉井氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナーを務めていることから、「2.独立
役員・社外役員の独立性に関する事項」における「役員の属性」の項目jを〇としてい
ます。
長島・大野・常松法律事務所と当社との間の過去3年間の取引額は、当社の独立性基準
に定める金額を超えるものではなく、当社の基準並びに㈱東京証券取引所の定める社外
取締役及び社外監査役に関する独立性要件を満たしています。なお、長島・大野・常松
法律事務所に対して当社が過去3年間に支払った年間取引額は、いずれも当該事務所と
当社双方の年間売上高及び連結年間売上高の1％未満です。

玉井氏は、弁護士としての長年の法律実務の経験を通じて培われた企業法務、コーポ
レート・ガバナンス及びリスクマネジメントに関する高い見識、並びに、他社社外役
員や公認会計士・監査審査会の委員（非常勤）としての経験を有しており、これらの
経験や知見を活かし、当社経営に対する貴重な意見・助言等により、社外監査役とし
ての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役候補者とするものです。
同氏は、「上場管理等に関するガイドラインIII5.(3)の2」に示される事項に該当せず、
また、当社の定める社外役員の独立性の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じる
おそれがないと判断されるため、独立役員として指定しています。

タン氏は、IBM社やマイクロソフト社での勤務経験を通じて得たIT/DX分野の知見に加
え、シンガポール上場企業の社外取締役としての経験を通じて培った企業経営に関す
る高い見識を有しています。また、ビジネス上のキャリアと併行して2006年にはシ
ンガポール国会議員に当選し、国会副議長を務めるなど、幅広く公益にも貢献してい
ます。2026年3月期は、報酬委員会の委員を務め、役員報酬制度に関する議論の深化
に貢献しました。これらの点を考慮し、引き続き当社の経営への助言と監督を行って
いただくべく、社外取締役候補者とするものです。
同氏は、「上場管理等に関するガイドラインIII5.(3)の2」に示される事項に該当せず、
また、当社の定める社外役員の独立性の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じる
おそれがないと判断されるため、独立役員として指定しています。
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４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

選任基準等
当社は、社外役員の選任に関し、以下の基準を勘案のうえ、選定しています。
【社外取締役の選任】
① 社外取締役は、投融資案件を始めとする取締役会議案審議に必要な広汎な知識と経験を具備し、或いは経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と見識を有することを
選任基準とする。
② 三井物産は社外取締役候補者の選定に当り、経営の監督機能を遂行するため、三井物産からの独立性の確保を重視する。また、多様なステークホルダーの視点を事業活動の監督
に取り入れる観点から、その出身分野・性別等の多様性に留意する。
三井物産が多岐にわたる業界・企業と商取引関係を有する総合商社であることから、個々の商取引において社外取締役との利益相反などの問題が生じる可能性もあるが、このよう
な問題に対しては取締役会の運用・手続にて適切に対処する。

【監査役の選任】
① 三井物産は、以下の監査役の選任基準を勘案の上、監査役候補者を選定する。
- 人格・見識に優れ、法律、財務・会計、企業経営その他様々な分野における卓越した能力・実績、または豊富な知見を有する者。
- 社内監査役については、当社の実情に通じ適正な監査を行う能力を有する者。
② 監査役候補者の選定については、取締役が監査役と協議の上、監査役候補者の選任案を作成し、監査役会の同意を得た上でこれを行う。監査役会は、取締役が株主総会に提出す
る監査役の選任議案について、同意の当否を審議する。

【社外監査役の役割及び選任】
社外監査役は、監査体制の中立性及び独立性を一層高める目的を持って選任され、その独立性等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待される。社
外監査役候補者の選定に際しては、監査役会は、前記【監査役の選任】に定める選任基準に加え、会社との関係、経営者及び主要な職員との関係等を勘案して独立性に問題がない
ことを確認する。

【独立性基準】
当社における社外取締役または社外監査役(以下併せて「社外役員」という)のうち、以下の各号のいずれにも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断されるものとす
る。
① 現在及び過去10年間において当社または当社連結子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員、理事等(以下「業務執行者」という)であった者
② 当社の総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する者または法人の業務執行者
③ 当社または当社連結子会社を主要な取引先とする者(※１)またはその業務執行者
※１ 当該取引先が直近事業年度における年間連結取引高の2％以上の支払いを当社または当社連結子会社から受けた場合または当該取引先が直近事業年度における連結総資産の2％
以上の金銭の融資を当社または当社連結子会社より受けている場合、当社または当社連結子会社を主要な取引先とする者とする。
④ 当社または当社連結子会社の主要な取引先(※２)またはその業務執行者
※２ 当社または当社連結子会社が直近事業年度における当社の年間連結取引高の2％以上の支払いを当該取引先から受けた場合または当該取引先が当社または当社連結子会社に対
し当社の連結総資産の2％以上の金銭を融資している場合、当該取引先を当社または当社連結子会社の主要な取引先とする。
⑤ 当社もしくは当社連結子会社の会計監査人である監査法人の社員等として、当社または当社連結子会社の監査業務を担当している者
⑥ 当社より、役員報酬以外に直近の事業年度において累計1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供
する者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産上の利益が1,000万円または当該団体の連結総売上高の2%のいずれか高い金額以上の団体
に所属する者をいう。)
⑦ 直近事業年度において当社または当社連結子会社から年間1,000万円以上の寄付・助成等を受けている者または法人の業務執行者
⑧ 過去3年間において②から⑦に該当する者
⑨ 現在または最近において当社または当社連結子会社の重要な業務執行者(社外監査役については、業務執行者でない取締役を含む)の配偶者もしくは二親等以内の親族(以下「近親
者」という)
⑩ 現在または最近において②から⑦のいずれかに該当する者(重要でない者を除く)の近親者
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